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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。 

２．売上高には消費税及び地方消費税を含んでいません。 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容について重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第89期 

第２四半期連結 
累計期間 

第90期 
第２四半期連結 

累計期間 
第89期 

会計期間 

自 2012年 
４月１日 
至 2012年 
９月30日 

自 2013年 
４月１日 
至 2013年 
９月30日 

自 2012年 
４月１日 
至 2013年 
３月31日 

売上高（百万円）  604,662  642,649  1,241,471

経常利益（百万円）  17,045  31,499  54,565

四半期（当期）純利益（百万円）  8,421  15,876  25,600

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 6,068  67,350  75,317

純資産額（百万円）  515,301  641,799  579,128

総資産額（百万円）  1,806,571  1,910,990  1,831,251

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 8.53  16.08  25.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 8.53  16.06  25.91

自己資本比率（％）  24.9  29.1  27.6

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 39,896  34,516  105,437

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △37,772  △38,461  △76,211

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 39,944  21,721  △20,724

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
 92,379  78,033  57,048

回次 
第89期 

第２四半期連結 
会計期間 

第90期 
第２四半期連結 

会計期間 

会計期間 

自 2012年 
７月１日 
至 2012年 
９月30日 

自 2013年 
７月１日 
至 2013年 
９月30日 

１株当たり四半期純利益金額

（円） 
 1.65  7.47

２【事業の内容】
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 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 

  

（１）当四半期の業績の状況 

  当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、円高是正等により緩やかながら国内経済 

の景気改善が見られるものの、欧州経済の低迷・新興国の成長鈍化等による世界経済停滞もあり、全体として不 

透明な状況で推移しました。 

 このような状況の中、当社グループは、海外事業の一層の拡大、産業用フィルムを始めとする機能材製品群の 

生産能力増強、最適生産体制の構築、発電事業の強化等の事業構造転換諸施策を進めています。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高642,649百万円（前年同四半期比 6.3％増収）、営業 

利益26,522百万円（同 21.1％増益）、経常利益31,499百万円（同 84.8％増益）、四半期純利益15,876百万円（同  

88.5％増益）となりました。 

  

各セグメントの状況は、次のとおりです。 

○生活産業資材 

 国内事業では、段ボール原紙・段ボールの販売は、飲料・青果物向け等の堅調な推移により販売量は増加した 

ものの、市況価格軟化等により前年を下回りました。その他の販売は、全体として、需要不振等により減少しまし

た。 

  海外事業では、主要な事業展開地域である東南アジアにおいて、段ボール原紙の販売は堅調に推移し、段ボール 

の販売も飲料・加工食品関連を中心に堅調に推移しました。 

 これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。  

 連結売上高 ：       268,052百万円（前年同四半期比 1.0％減収）  

 連結営業利益：        9,456百万円（前年同四半期比 21.7％減益） 

  

○印刷情報メディア 

 国内事業では、新聞用紙の販売は、緩やかな部数の減少と前年のロンドンオリンピック開催影響の反動等による 

ページ数の減少から、前年を下回りました。印刷・情報用紙の販売は、円安進行等による輸入紙の減少等により販

売量は増加したものの、市況価格軟化等により売上高は前年を下回りました。 

 これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。  

 連絡売上高    ：    154,421百万円（前年同四半期比 4.1％減収） 

 連結営業損失（△）：    △2,638百万円（前年同四半期は△1,107百万円の営業損失） 

  

○機能材 

 国内事業では、特殊紙は、新製品開発等による拡販に努めたものの既存製品群の需要低迷により国内販売は減少

しましたが、輸出販売は新規顧客開拓および電気材料の好調により増加しました。感熱紙は、国内販売は横這いと

なりましたが、輸出販売は増加しました。 

 海外事業では、感熱紙の販売は、北米・南米においては旺盛な需要により大幅な増加となり、欧州・アジアに 

おいても堅調に推移しました。 

 これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。  

 連結売上高 ：       107,014百万円（前年同四半期比 12.9％増収） 

 連結営業利益：        5,691百万円（前年同四半期比 16.0％増益） 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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○資源環境ビジネス 

 国内事業では、パルプの販売は増加し、木材の販売は需要回復により増加しました。 

 海外事業では、パルプの販売は、ニュージーランド子会社での漂白機械パルプの生産本格化、2012年度第１四 

半期末より連結子会社化したブラジル子会社の大きな寄与により、増加しました。木材の販売は、ニュージーラン

ド子会社での販売が増加しました。 

 これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。  

 連結売上高 ：        88,424百万円（前年同四半期比 70.6％増収） 

 連結営業利益：        9,928百万円（前年同四半期比 238.4％増益） 

  

○その他  

 その他の業績は以下のとおりとなりました。 

 連結売上高 ：       146,655百万円（前年同四半期比 5.1％増収）   

 連結営業利益：        3,656百万円（前年同四半期比 19.7％増益） 

  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期連結会計期間末に比べ

14,346百万円減少し、78,033百万円となりました。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、34,516百万円の収入(前年同四半期は39,896百万円の収入)となりまし

た。主な要因は、減価償却費35,920百万円、税金等調整前四半期純利益27,356百万円、仕入債務の減額19,722百

万円によるものです。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、38,461百万円の支出(前年同四半期は37,772百万円の支出)となりまし

た。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出35,533百万円によるものです。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、21,721百万円の収入(前年同四半期は39,944百万円の収入)となりまし

た。主な要因は、社債の発行による収入39,790百万円、社債の償還による支出20,080百万円によるものです。 

  

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

①当面の対処すべき課題の内容等 

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更また

は新たに生じた課題はありません。 

②会社の支配に関する基本方針について   

 当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「会社の支

配に関する基本方針」といいます。）を下記（Ⅰ）のとおり定めています。 

  また、2011年６月29日開催の第87回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を当該定

時株主総会終結から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとし 

て、下記（Ⅲ）に定める特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする

当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券

等の買付行為（注４）に関する対応方針（以下、「本方針」といいます。）を導入しています。 

 

注１.特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいい 

   ます。)の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれ

     る者を含みます。)及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６

     項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、または(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項

     に規定する株券等をいいます。)の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所

     金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項

     に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。  

注２.議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが、注１.の(ⅰ)の記載に該当する場合は、当該保有者の株券等

保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合において

は、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算

上考慮されるものとします。）、または(ⅱ)特定株主グループが、注１.の(ⅱ)の記載に該当する場合

は、当該買付者及びその特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等所有割

合をいいます。）の合計をいいます。議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の２第８

項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいい

ます。）は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたもの

- 4 -



を参照することができるものとします。  

注３.株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項または同法第27条の２第１項に規定する株券等を意味し 

   ます。 

注４.上記のいずれの買付行為についても、予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような 

   買付行為を「大規模買付行為」、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。  

 

（Ⅰ）会社の支配に関する基本方針の内容  

 上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であって

も、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するも

のではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断

いただくべきものと考えています。  

 他方、当社グループの事業の特性として、その経営においては大規模な設備投資や世界レベルでの原料確保等、

中長期的かつ広角的な視点が必要とされることから、当社への大規模買付行為に際し、株主の皆様が適切な判断を

行うためには、当該買付者に関する適切な情報等の提供及び代替案の検討機会を含めた検討期間の確保がなされる

ことが必要不可欠であると考えます。しかし、当社株式の買付け等の提案においては、会社や株主に対して買付け

に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものも想定されます。  

 また、買付目的や買付け後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるも

の、買付けに応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・

株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれ

のある提案も想定されます。  

 このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えています。  

 

（Ⅱ）会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み  

 当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値・株主共同の

利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しています。  

 これらの取組みは、上記(Ⅰ)の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えています。  

 

「企業価値向上への取組み」  

 当社は、各事業群の経営責任をより明確にし、グループ全体の企業価値の極大化を目的に、2012年10月１日付で

持株会社制へ移行しました。これにより、現在遂行している「徹底したコストダウンによる国際競争力強化」、

「海外ビジネスの拡大」、「研究開発型ビジネスの形成による成長」、「資源・環境ビジネスの推進」、「素材・

加工一体型ビジネスの確立」、「商事機能強化」を基本戦略として、既存事業の基盤強化および成長分野・成長地

域への事業拡大を中心とする事業構造転換をより強力に推進し、営業利益 1,000 億円以上、純利益 500 億円以上

の確保を経営目標としています。 

 具体的施策として、生活産業資材カンパニーでは、海外において、2013年３月のカンボジア及び同年５月のベト

ナムでの段ボール新工場の稼働に続き、2014年にはインドにおいても、段ボール新工場が稼働します。また、2012

年10月にはタイの紙器および美粧段ボールメーカーであるBox Asia Group International Co., Ltd.の買収、なら

びにS.Pack & Print Public Co., Ltd.の株式追加取得による子会社化を行いました。今後も東南アジア・インド

を中心に事業拡大を推進していきます。国内においては、2014年８月に王子コンテナー株式会社福島工場の能力増

強を予定するなど生産体制の再構築による競争力の強化、素材・加工一体型ビジネスの実践に取り組んでいます。

 印刷情報メディアカンパニーでは、2012年７月に主に新聞用紙を生産していた抄紙機１台および主に上質紙を生

産していた抄紙機１台の停止を実施し、最適生産体制の構築を進めています。今後も継続してコストダウンに取り

組み競争力の強化に努めていきます。 

 機能材カンパニーでは、王子エフテックス株式会社において、2013年４月に江別工場６号抄紙機を特殊紙生産機

へ改造、2013年度下期に江別工場７号抄紙機および東海工場岩渕製造所４号抄紙機の停止を予定するなど、生産体

制の再構築による競争力の強化に取り組んでいます。また、2013年３月には研究開発の成果として世界初となるセ

ルロースナノファイバーの透明連続シート化に成功、同年４月には新タック化成株式会社豊中工場でスマートフォ

ン用フィルム・粘着シートの生産設備を増強、王子エフテックス株式会社滋賀工場では、ハイブリッド車などに使

用されるコンデンサ用ポリプロピレンフィルム生産設備の増強を行いました。今後も積極的に経営資源を投入する

とともに、研究開発型ビジネスの実践による事業拡大を目指していきます。海外においては、2014年３月にブラジ

ルのOji Papéis Especiais Ltda. の能力増強を予定しており、拡大する同国の感熱紙需要の獲得を目指していき 

ます。さらに、今後も同社を拠点として南米での事業拡大を進めるほか、東南アジアなどの成長国においても機能

材事業の拡大を推進していきます。 
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 資源環境ビジネスカンパニーでは、パルプ事業について、ブラジルのCelulose Nipo-Brasileira S.A.、 

ニュージーランドのPan Pac Forest Products Ltd.などを中心に事業を強化しています。木材加工事業について

は、自社植林地を中心に植林木を利用した事業拡大を推進しており、2014年にはベトナム北部で植林木を利用した

合板製造工場が稼働する予定です。再生可能エネルギー事業については、2013年８月に北海道白糠町における太陽

光発電を開始し、2015年３月に王子マテリア株式会社富士工場、ならびに王子製紙株式会社日南工場におけるバイ

オマス発電、2015年７月に王子エフテックス株式会社江別工場におけるバイオマス発電の開始を予定するほか、北

海道千歳川・尻別川の水力発電設備の更新工事を進めるなど、水力・バイオマス燃料・太陽光・地熱・風力などの

再生可能エネルギーを活用した発電事業を一層拡大していきます。また、バイオリファイナリー事業、アグリ事業

などの新規ビジネスの展開を加速させていきます。 

 今後も、グループ一丸となって、急激に変化する経営環境に機敏に対応しつつ、持続的な成長を達成するため、

事業構造転換の完遂に向け、邁進します。 

 

（Ⅲ）会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

      ことを防止するための取組み 

(a)本方針導入の目的 

 当社取締役会は、上記（Ⅰ）の基本方針に基づき、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルー

ル（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を

求めることとしています。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会として一定

の措置を講じる方針です。また、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場

合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合にも、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。  

  

(b)大規模買付ルールの設定  

 当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われることが、当社

株主全体の利益に合致すると考えます。この大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者から当社取締役

会に対して十分な情報が提供され、(ⅱ)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を

開始する、というものです。  

 具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び取締役会として

の意見形成のために十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。その項

目は別紙１記載のとおりです。  

 大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、大規模買付者

が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出

いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡

先及び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。当社は、この意向表明書の受領後５営業日以

内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。な

お、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場合、十分な大規

模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。当社取締役会は、大規模買付行為の

提案があった事実は、速やかに情報開示します。また、当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株

主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開

示します。  

 次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、60日間（対価を現金

（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場

合）を、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期

間」といいます。）とします。当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した事実及び取締役会評価期間

については、速やかに開示します。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとし

ます。  

 取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に

評価・検討し、取締役会としての意見を開示します。必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関

する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。また、当

社取締役会は、特別委員会に大規模買付情報を提供し、その評価・検討を依頼します。特別委員会は、独自に

大規模買付情報の評価・検討を行い、本方針に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。当

社取締役会は、特別委員会の勧告を踏まえ、これを最大限尊重しつつ、本方針に従った対応を決定します。 
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(c)大規模買付行為がなされた場合の対応方針  

イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合  

 大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為

を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、その他大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的として、

新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買

付行為に対抗することがあります。当社取締役会は、対抗措置の発動を決定するに先立ち、特別委員会に対抗

措置の発動の是非を諮問しその勧告を受けるものとします。特別委員会の勧告を最大限尊重しつつ、弁護士、

財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にした上で、当社取締役会は対抗措置の発動を決定します。

 具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。具体的対抗措

置として株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は、原則として別紙２記載のとおりとします。な

お、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予

約権の行使条件や取得条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件および取得条件

を設けることがあります。  

 今回の大規模買付ルールの設定及びそのルールが遵守されなかった場合の対抗措置は、当社株主全体の正当

な利益を保護するための相当かつ適切な対応であると考えていますが、他方、このような対抗措置により、結

果的に、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性

があります。大規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのないように予め注意を喚起しま

す。  

 

ロ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合  

 大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について、当社株主全体の

利益を保護するという観点から、株主の皆様に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必

要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会

を保証することを目的とするものです。大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、当社取締役会

の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。  

 しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、大規模買付行為が当社に回

復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合であると、弁護

士、財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取

締役会が判断したときには、上記(c)イで述べた大規模買付行為を抑止するための措置をとることがありま

す。かかる対抗措置をとることを決定した場合には、適時適切な開示を行います。具体的には、以下の類型に

該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明

らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。  

 

(ⅰ)次の①から④までに掲げる行為等により株主全体の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収行為を

  行う場合  

 ①株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為  

 ②会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲のもとに買収者の利益を実

  現する経営を行うような行為  

 ③会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為  

 ④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をも

  って一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行

  為  

(ⅱ)強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付

  条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。）など株主に株式の売却を事

  実上強要するおそれがある買収行為を行う場合  

(ⅲ)大規模買付者による支配権取得により、顧客・取引先・地域社会・従業員その他の利害関係者の利益が損

  なわれ、それによって長期的に当社株主全体の利益が著しく毀損されるおそれがある場合  

(ⅳ)大規模買付者による支配権取得後の経営方針や事業計画等が著しく不合理または不適当であったり、環境

  保全・コンプライアンスやガバナンスの透明性の点で重要な問題を生じるおそれがあったり、大規模買付

  者に関する情報開示が当社の株主保護の観点から見て十分かつ適切になされないおそれがあるために、当

  社の社会的信用を含めた企業価値が著しく毀損しまたは当社の株主に著しい不利益を生じさせるおそれ 

  がある場合  
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ハ.対抗措置発動後の停止  

 当社取締役会は、本方針に従い対抗措置をとることを決定した後でも、(ⅰ)大規模買付者が大規模買付行為

を中止した場合や、(ⅱ)対抗措置をとる旨の決定の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付行為が

当社に回復しがたい損害をもたらさずかつ当社株主全体の利益を著しく損なわないと判断される場合には、特

別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります。対抗措置として、

例えば新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買

付者が大規模買付行為の撤回を行うなどの事情が生じ、特別委員会の勧告を踏まえ、対抗措置の発動が適切で

ないと取締役会が判断したときには、新株予約権の効力発生日までの間は新株予約権の無償割当てを中止し、

また新株予約権の無償割当て後、行使期間の開始までの間においては当社が無償で新株予約権を取得して、対

抗措置の発動を停止することができるものとします。  

 このような対抗措置の発動の停止を行う場合には、特別委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報開

示を行います。  

 

ニ.特別委員会の設置及び検討  

 本方針において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が当社に回復しがた

い損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するかどうか、そ

して大規模買付行為に対し対抗措置をとるか否か及び発動を停止するかの判断に当たっては、取締役会の判断

の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置

し、当社取締役会はその勧告を法律上可能な限り最大限尊重するものとします。特別委員会の委員は３名と

し、社外取締役、社外監査役、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計

士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 

 取締役会は、対抗措置の発動または発動の停止を決定するときは、特別委員会に対し諮問し、その勧告を受

けるものとします。特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認

会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得たり、当社の取締役、監査役、従業員

等に特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めたりしながら、審議・決議し、その決議の

内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。取締役会は、対抗措置を発動するか否か及び発動の停

止を行うかどうかの判断に当たっては、特別委員会の勧告を法律上可能な限り最大限尊重するものといたしま

す。なお、特別委員会規定の概要、特別委員会委員の氏名及び略歴は、それぞれ別紙３、４のとおりです。 

 

(d)当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等  

 対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が経済面や権利面で損失を被るよ

うな事態は想定していませんが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金

融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。  

 対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会で別途定め

て公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割

当てられますので、当該基準日における最終の株主名簿に記録される必要があります。また、新株予約権を行

使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。た

だし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従い新株予約権の取得を行う場合

には、当社取締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払込みを要すること

なく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。これらの手続きの

詳細については、実際に新株予約権を発行または取得することとなった際に、法令及び金融商品取引所規則に

基づき別途お知らせします。  

 なお、いったん新株予約権の無償割当てを決議した場合であっても、当社は、上記(c)ハに従い、新株予約

権の無償割当ての効力発生日までに新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当ての効力

発生日後新株予約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの

場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、新株予約権の無償割当てを受け

るべき株主が確定した後（権利落ち日以降）において、当社が新株予約権を無償取得して新株を交付しない場

合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に

して売買を行った投資者の方は、株価の変動により損害を被るおそれがあります。  

 

(e)大規模買付ルールの有効期限  

 2011年６月29日開催の第87回定時株主総会において、本方針の継続について株主の皆様のご承認が得られた

ため、本方針の有効期間は、当該定時株主総会の日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結時までとし、以後も同様とします。  
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 なお、当社取締役会は、本方針を継続することを決定した場合、その旨を速やかにお知らせします。また、

当社取締役会は、株主全体の利益保護の観点から、会社法及び金融商品取引法を含めた関係法令の整備・改正

等を踏まえ、本方針を随時見直していく所存です。  

 本方針は、その有効期間中であっても、株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行われた場合または

当社取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合は、その時点で廃止されるものとします。ま

た、当社取締役会は、本方針の有効期間中であっても、株主総会での承認の趣旨の範囲内で本方針を修正する

場合があります。  

 

（Ⅳ）本方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会

   社役員の地位の維持を目的とするものでないことについての取締役会の判断及びその判断に係る理由 

(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること  

 本方針は、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。  

 

(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること  

 本方針は、上記（Ⅲ）(a)「本方針導入の目的」にて記載したとおり、当社株券等に対する買付け等がなさ

れた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることによ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

  

(c)合理的な客観的発動要件の設定  

 本方針は、上記（Ⅲ）(c)「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」にて記載したとおり、大規模買付

行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合

など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定さ

れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

  

(d)株主意思を重視するものであること  

 当社は、本方針の継続について株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、株主総会において、議案

としてお諮りしています。株主総会において、本方針の継続の決議がなされなかった場合には、速やかに廃止

されることになり、その意味で、本方針の消長および内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなって

います。 

  

(e)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと  

 上記（Ⅲ）(e)「大規模買付ルールの有効期限」にて記載したとおり、本方針は、当社の株主総会で選任さ

れた取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い

付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止する

ことが可能です。従って、本方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させても

なお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役任期は１年間であり、本方針は

スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止する

のに時間を要する買収防衛策）でもありません。  
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（別紙１）  

  

大規模買付情報  

 

１.大規模買付者及びそのグループ（ファンドの場合は組合員その他の構成員を含む。）の情報。  

 (1)名称、資本関係、財務内容  

 (2)（大規模買付者が個人である場合は）国籍、職歴、当該買収提案者が経営、運営または勤務して 

     いた会社またはその他の団体（以下、「法人」という。）の名称、主要な事業、住所、経営、 

     運営または勤務の始期及び終期  

 (3)（大規模買付者が法人である場合は）当該法人及び重要な子会社等について、主要な事業、設立 

     国、ガバナンスの状況、過去３年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人またはその財産にか 

     かる主な係争中の法的手続き、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名  

 (4)（もしあれば）過去５年間の犯罪履歴（交通違反や同様の軽微な犯罪を除きます。）、過去５年 

     間の金融商品取引法、会社法（これらに類似する外国法を含む。）に関する違反等、その他コン 

   プライアンス上の重要な問題点の有無  

  

２.大規模買付行為の目的、方法及びその内容。（取得の対価の価額・種類、取得の時期、関連する取 

   引の仕組み、取得の方法の適法性、取得の実現可能性を含む。）  

 

３.当社株式の取得の対価の算定根拠。（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値 

   情報ならびに取得に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及びその算定根拠を含む。） 

 

４.大規模買付行為の資金の裏付け。（資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方 

  法、関連する取引の内容を含む。）  

 

５.大規模買付行為後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策。  

 

６.大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者 

 （ステークホルダー）に関する方針。  

 

７.必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行に当たり必要な手続きの内容および 

   見込み。大規模買付行為に対する、独占禁止法その他の競争法ならびにその他大規模買付者または当 

   社が事業活動を行っているか製品を販売している国または地域の重要な法律の適用可能性や、これ 

  らの法律が大規模買付行為の実行にあたり支障となるかどうかについての考えおよびその根拠。  

 

８.その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断して要請する情報。 
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 （別紙２）  

  

新株予約権の概要 

 

１．新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件  

 取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（ただし、当社の

有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。なお、株主に新株予約権の割

当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合と、新株予約権の無償割当てを行

う場合とがある。  

 

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数  

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締

役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する

当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的である株式の数は

１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。  

 

３．発行する新株予約権の総数  

 新株予約権の割当総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普

通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式の数を上限として、取締役

会が定める数とする。取締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当て

を行うことがある。  

 

４．各新株予約権の払込金額  

 無償（金額の払込みを要しない。）  

 

５．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で取締役会が定める額とする。  

 

６．新株予約権の譲渡制限  

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要することとする。  

 

７．新株予約権の行使条件  

 議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（当社の株券等を取得または保有することが当社株主

全体の利益に反しないと当社取締役会が認めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の

条件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 

８．新株予約権の行使期間等  

 新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとする。な

お、取得条項については、上記７．の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新

株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき１株を交付することができる旨の条項を定めることがある。
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 （別紙３）  

  

特別委員会規定の概要 

 

１．特別委員会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役

  会の判断の客観性、公平性および合理性を担保することを目的として設置される。 

  

２．特別委員会の委員は３名とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(ⅰ)当社社外取締役、 

  (ⅱ)当社社外監査役、または(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任す

  る。ただし、社外の有識者は、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会

  計士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者とし、別途当社取締役会が定める善管注意義務条項

  等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。 

  

３．特別委員会委員の任期は、選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の

  終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。 

  

４．特別委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の各号に記載される事項について審議・決議し、その決議

  の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告する。なお、特別委員会の各委員は、こうした審議・決議に

  あたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うものとし、自己また

  は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

①大規模買付行為に対する対抗措置の発動の是非 

②大規模買付行為に対する対抗措置発動の停止 

③その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項 

  

５．特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁護 

  士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 

  

６．特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会委員が必要

  と認める者の出席を求め、特別委員会が求める事項に関する説明を要求することができる。 

  

７．特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。た

  だし、やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって

  これを行う。 
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（別紙４） 

  

 特別委員会委員の氏名及び略歴 

  

特別委員会の委員は、以下の３名です。 

  

竹内 洋（たけうち よう） 

  

略歴 

1939年９月24日生まれ 

1966年４月 弁護士登録 

1994年６月 当社監査役 

2007年６月 当社取締役 

 現在に至る。 

※竹内洋氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 

  

秋山 收（あきやま おさむ） 

  

略歴 

1940年11月21日生まれ 

1963年４月 通商産業省入省 

2002年８月 内閣法制局長官 

2004年８月 退官 

2007年６月 当社取締役 

 現在に至る。 

※秋山收氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 

  

杉原 弘泰（すぎはら ひろやす） 

  

略歴 

1938年５月18日生まれ 

1963年４月 検事任官 

1999年６月 大阪高等検察庁検事長 

2001年５月 退官、弁護士登録 

2006年６月 当社監査役 

 現在に至る。 

※杉原弘泰氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 
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（４）研究開発活動 

 当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、5,232百万円です。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

（５）主要な設備 

  当第２四半期連結累計期間において、新たに計画された重要な設備の新設については、以下の通りです。 

  

会社名 

事業所名 

（所在地）  

セグメント 

の名称 

工事件名  

  

  

投資予定額 着手年月 

  

完了予定 

年月 総額 

（百万円）

既支払額 

（百万円）

 王子コンテナー㈱ 

 福島工場 

（福島県伊達市）  

 生活産業資材 
 福島工場 

 増強工事  
 6,500  90 2013年５月 2014年８月 

 王子グリーン 

 エナジー日南㈱ 

（宮崎県日南市）  

 資源環境 

 ビジネス 

 バイオマス 

 ボイラー設置 
 7,700  2,616 2013年５月 2015年３月 

 王子グリーン 

 エナジー江別㈱ 

（北海道江別市）  

 資源環境 

 ビジネス 

 バイオマス 

 ボイラー設置  
 8,000  － 2013年10月 2015年７月 
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 ① 【株式の総数】 

 ② 【発行済株式】 

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。  

 (注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、 株です。 

 (注2) 新株予約権の行使の条件 

1. 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日 (以下、「権利行使開始日」という) から５年を経

過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。 

2. 上記1.に関わらず、新株予約権者は、以下の①又は②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株

予約権を行使できます。 

①新株予約権者が2032年６月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

2032年７月１日から2033年６月30日 

②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転

計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 (株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の

決定がなされた場合) 

当該承認日の翌日から15日間 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  2,400,000,000

計  2,400,000,000

種類 
第２四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(2013年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(2013年11月13日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 1,064,381,817 1,064,381,817 
東京証券取引所 

(市場第一部) 

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式であり、単元株式数は

1,000株です。 

計 1,064,381,817 1,064,381,817 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

 決議年月日  2013年６月27日 

 新株予約権の数 (個)   (注1) 220

 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)  －

 新株予約権の目的となる株式の種類   普通株式 

 新株予約権の目的となる株式の数 (株)   220,000

 新株予約権の行使時の払込金額 (円)  1株当たり1  

 新株予約権の行使期間 
 自 2013年７月17日 

 至 2033年６月30日  

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

 価格及び資本組入額 (円) 

発行価格         

資本組入額        

352

176

 新株予約権の行使の条件  (注2) 

 新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要し 

 ます。 

 代用払込みに関する事項  －

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

1,000
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3. 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。 

4. 新株予約権者が2014年株主総会日までに当社取締役を退任した場合には、在任月数相当分に限り新株予約権を

  行使できるものとし、残りの新株予約権を行使することができません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
  

（百万円） 

資本金残高 
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

2013年７月１日～ 

2013年９月30日 
 －  1,064,381,817  －  103,880  －  108,640
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 （注）１．千株未満は切り捨てて表示しています。 

    ２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及

び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４)の所有株式は、信託業務にかかる株式です。 

    ３．当社は、自己株式を61,762千株(5.8％)保有していますが、上記大株主からは除外しています。 

なお、自己株式61,762千株は株主名簿記載上の株式数であり、2013年９月30日現在の実保有残高は61,755千

株です。 

４．2013年７月22日付にて株式会社みずほ銀行より大量保有報告書の写しの送付を受けていますが、当社として

は当第２四半期会計期間末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記の表にすべては含めてお

りません。 

  なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりです。 

2013年７月15日現在

   

（６）【大株主の状況】

  2013年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 日本マスタートラスト信託銀行 

 株式会社(信託口) 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 61,952 5.8 

 日本トラスティ・サービス信託 

 銀行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 41,479 3.9 

 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 31,668 3.0 

 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 31,636 3.0 

 日本トラスティ・サービス信託 

 銀行株式会社(信託口４) 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 31,539 3.0 

 日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 27,083 2.5 

 王子グループ従業員持株会 東京都中央区銀座四丁目７番５号 25,221 2.4 

 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 21,493 2.0 

 日本紙パルプ商事株式会社 東京都中央区勝どき三丁目12番１号 17,464 1.6 

 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番２号 16,654 1.6 

計 － 306,192 28.8 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 31,636 3.0 

 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 771 0.1 

 みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 14,352 1.4 

 みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番27号 814 0.1 

計 － 47,574 4.5 
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①【発行済株式】 

 (注) 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、当社名義の株式がそれぞれ、7,000株(議決権７

個)及び183株(自己保有株式24株含む)含まれています。 

（７）【議決権の状況】

  2013年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式 

61,755,000 

－ － 

（相互保有株式） 

普通株式 

14,485,000 

－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

976,497,000 
976,497 － 

単元未満株式 
普通株式 

11,644,817 
－ － 

発行済株式総数 1,064,381,817 － － 

総株主の議決権 － 976,497 － 
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②【自己株式等】 

 (注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が7,000株(議決権７個)あり

ます。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。 

 該当事項はありません。  

  

  2013年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
王子ホールディングス 
株式会社 

東京都中央区銀座 
四丁目７番５号 

61,755,000  ― 61,755,000 5.8 

(相互保有株式) 
株式会社キョードー 

岡山県岡山市東区宍甘 
370番地 

8,000  ― 8,000 0.0 

(相互保有株式) 
大阪紙共同倉庫株式会社 

大阪府東大阪市宝町 
23番53号 

5,000  ― 5,000 0.0 

(相互保有株式) 
亀甲通運株式会社 

愛知県春日井市下条町 
1005番地 

16,000  ― 16,000 0.0 

(相互保有株式) 
平田倉庫株式会社 

東京都墨田区千歳 
一丁目１番６号 

5,000  ― 5,000 0.0 

(相互保有株式) 
東京産業洋紙株式会社 

東京都中央区日本橋室町 
三丁目４番４号 

278,000  ― 278,000 0.0 

(相互保有株式) 
室蘭埠頭株式会社 

北海道室蘭市入江町 
１番地19 

14,000  ― 14,000 0.0 

(相互保有株式) 
本州電材株式会社 

大阪府大阪市中央区瓦町 
一丁目６番10号 

45,000  ― 45,000 0.0 

(相互保有株式) 
協和紙工株式会社 

大阪府大阪市鶴見区横堤 
一丁目５番43号 

1,000  ― 1,000 0.0 

(相互保有株式) 
北勢商事株式会社 

三重県桑名市片町29番地 1,000  ― 1,000 0.0 

(相互保有株式) 
綜合パッケージ株式会社 

北海道札幌市手稲区 
曙二条五丁目１番60号 

34,000  ― 34,000 0.0 

(相互保有株式) 
清容器株式会社 

大阪府門真市三ツ島10番 91,000  ― 91,000 0.0 

(相互保有株式) 
京都森紙業株式会社 

京都府京都市南区 
西九条南田町61番地 

12,587,000  ― 12,587,000 1.2 

(相互保有株式) 
旭洋紙パルプ株式会社 

東京都中央区日本橋本町 
一丁目１番１号 

1,391,000  ― 1,391,000 0.1 

(相互保有株式) 
中津紙工株式会社 

岐阜県中津川市津島町 
３番24号 

9,000  ― 9,000 0.0 

計 ― 76,240,000  ― 76,240,000 7.2 

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しています。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2013年７月１日から2013

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2013年４月１日から2013年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2013年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,621 71,446

受取手形及び売掛金 269,137 269,476

有価証券 7,144 7,358

商品及び製品 84,877 89,133

仕掛品 17,655 21,071

原材料及び貯蔵品 60,554 63,608

その他 48,580 42,495

貸倒引当金 △3,071 △2,594

流動資産合計 535,499 561,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 203,363 204,792

機械装置及び運搬具（純額） 375,841 389,444

土地 236,091 235,919

その他（純額） 275,347 298,607

有形固定資産合計 1,090,645 1,128,764

無形固定資産   

のれん 14,806 15,599

その他 10,954 11,046

無形固定資産合計 25,760 26,646

投資その他の資産   

投資有価証券 150,294 164,267

その他 31,073 31,228

貸倒引当金 △2,022 △1,910

投資その他の資産合計 179,345 193,584

固定資産合計 1,295,751 1,348,995

資産合計 1,831,251 1,910,990
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(2013年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 210,921 193,872

短期借入金 307,841 306,627

1年内償還予定の社債 20,160 20,130

未払法人税等 5,371 6,629

引当金 857 857

その他 82,974 71,794

流動負債合計 628,127 599,912

固定負債   

社債 140,160 160,110

長期借入金 362,943 382,215

引当金   

退職給付引当金 53,232 53,919

役員退職慰労引当金 1,580 1,404

訴訟損失引当金 ※3  4,361 ※3  4,688

環境対策引当金 1,723 1,738

特別修繕引当金 131 126

引当金計 61,028 61,877

その他 59,863 65,075

固定負債合計 623,995 669,278

負債合計 1,252,122 1,269,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 103,880 103,880

資本剰余金 112,930 112,893

利益剰余金 320,086 331,908

自己株式 △43,140 △43,089

株主資本合計 493,756 505,594

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,100 21,867

繰延ヘッジ損益 △252 △283

土地再評価差額金 4,875 4,205

為替換算調整勘定 △8,997 23,795

その他の包括利益累計額合計 11,726 49,585

新株予約権 235 265

少数株主持分 73,410 86,355

純資産合計 579,128 641,799

負債純資産合計 1,831,251 1,910,990
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

売上高 604,662 642,649

売上原価 472,724 501,956

売上総利益 131,937 140,693

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 57,924 60,340

その他 52,120 53,830

販売費及び一般管理費合計 110,044 114,170

営業利益 21,893 26,522

営業外収益   

受取利息 360 504

受取配当金 1,762 1,695

為替差益 291 10,020

持分法による投資利益 － 1,334

その他 2,265 1,949

営業外収益合計 4,679 15,504

営業外費用   

支払利息 5,701 5,565

持分法による投資損失 245 －

その他 3,580 4,962

営業外費用合計 9,527 10,527

経常利益 17,045 31,499

特別利益   

固定資産売却益 34 331

負ののれん発生益 466 －

その他 1 33

特別利益合計 501 364

特別損失   

減損損失 132 2,025

固定資産除却損 1,316 1,053

持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 858 －

その他 4,126 1,428

特別損失合計 6,433 4,507

税金等調整前四半期純利益 11,114 27,356

法人税、住民税及び事業税 4,427 7,161

法人税等調整額 △3,452 596

法人税等合計 975 7,757

少数株主損益調整前四半期純利益 10,139 19,598

少数株主利益 1,717 3,722

四半期純利益 8,421 15,876
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,139 19,598

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,940 5,565

繰延ヘッジ損益 △384 △26

為替換算調整勘定 △5,533 39,969

持分法適用会社に対する持分相当額 7,787 2,243

その他の包括利益合計 △4,070 47,751

四半期包括利益 6,068 67,350

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,555 54,405

少数株主に係る四半期包括利益 △486 12,944
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年４月１日 
 至 2012年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年４月１日 
 至 2013年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 11,114 27,356

減価償却費 34,615 35,920

減損損失 132 2,025

のれん償却額 705 1,396

貸倒引当金の増減額（△は減少） △648 △1,183

退職給付引当金の増減額（△は減少） 430 351

受取利息及び受取配当金 △2,122 △2,199

支払利息 5,701 5,565

為替差損益（△は益） △285 △8,072

持分法による投資損益（△は益） 245 △1,334

固定資産除却損 1,316 1,053

固定資産売却損益（△は益） △34 △331

持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 858 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,468 4,566

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,080 △7,496

仕入債務の増減額（△は減少） △4,306 △19,722

その他 6,173 2,488

小計 53,284 40,383

利息及び配当金の受取額 2,267 2,647

利息の支払額 △5,576 △5,477

法人税等の支払額 △10,079 △3,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,896 34,516

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △28,137 △35,533

有形及び無形固定資産の売却による収入 151 815

投資有価証券の取得による支出 △190 △2,655

投資有価証券の売却による収入 42 385

連結子会社株式の追加取得による支出 △4,967 △0

貸付けによる支出 △795 △941

貸付金の回収による収入 799 999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,647 －

その他 △27 △1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,772 △38,461

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,652 28,733

長期借入れによる収入 4,441 29,896

長期借入金の返済による支出 △9,098 △50,142

社債の発行による収入 39,790 39,790

社債の償還による支出 △80 △20,080

自己株式の取得による支出 △16 △49

配当金の支払額 △4,941 △4,943

その他 △803 △1,485

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,944 21,721

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,767 2,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,835 20,457

現金及び現金同等物の期首残高 43,831 57,048

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 114 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,598 527

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  92,379 ※1  78,033
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１ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 

  

２ 保証債務 

 連結子会社以外の関係会社及び従業員等の金融機関よりの借入金等に対して次のとおり保証を行っていま

す。 

  

前連結会計年度（2013年３月31日） 

① PT. Korintiga Hutani に対する保証債務には、他社が再保証している保証債務が含まれており、再保

証額 百万円を控除して記載しています。また、その他に対する保証債務にも、他社が再保証して

いる保証債務が含まれており、再保証額 百万円を控除して記載しています。 

② 委託植林事業主に対する保証債務について、金融機関からの求めに応じ債務保証を履行した場合は、

委託植林事業主から購入する原木の代金支払と相殺する契約を、委託植林事業主と締結しています。 

③ その他に対する保証債務には、連帯保証債務の親会社及び連結子会社負担額 百万円が含まれてお

り、親会社及び連結子会社以外負担額を含めた連帯保証債務総額は 百万円です。 

  

当第２四半期連結会計期間（2013年９月30日） 

① PT. Korintiga Hutani に対する保証債務には、他社が再保証している保証債務が含まれており、再保

証額 百万円を控除して記載しています。また、その他に対する保証債務にも、他社が再保証して

いる保証債務が含まれており、再保証額 百万円を控除して記載しています。 

② 委託植林事業主に対する保証債務について、金融機関からの求めに応じ債務保証を履行した場合は、

委託植林事業主から購入する原木の代金支払と相殺する契約を、委託植林事業主と締結しています。 

  

※３ 税務訴訟等 

   前連結会計年度末（2013年３月31日） 

 ブラジル国内の連結子会社において、税務当局との間でIR(法人税)、CS(社会負担金)、ICMS(商品流通

サービス税)、PIS/COFINS(社会統合計画/社会保険融資負担金)等の税務関連訴訟、INSS社会保険料及び各

種租税公課訴訟、複数の労務関連訴訟や民事関連訴訟があり、これらの訴訟に対する損失に備えるため、

訴訟損失引当金を計上していますが、外部法律専門家の意見に基づいて、個別案件ごとに発生リスクを検

討した結果、係争になっているものの発生する可能性が高くないと判断し、引当金を計上していないもの

は、前連結会計年度末で、労務関連 千米ドル、及び 千レアルです。 

  

当第２四半期連結会計期間末（2013年９月30日） 

 ブラジル国内の連結子会社において、税務当局との間でIR(法人税)、CS(社会負担金)、ICMS(商品流通

サービス税)、PIS/COFINS(社会統合計画/社会保険融資負担金)等の税務関連訴訟、INSS社会保険料及び各

種租税公課訴訟、複数の労務関連訴訟や民事関連訴訟があり、これらの訴訟に対する損失に備えるため、

訴訟損失引当金を計上していますが、外部法律専門家の意見に基づいて、個別案件ごとに発生リスクを検

討した結果、係争になっているものの発生する可能性が高くないと判断し、引当金を計上していないもの

は、当第２四半期連結会計期間末で、労務関連 千米ドル、及び 千レアルです。 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（2013年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 

（2013年９月30日） 

受取手形割引高 百万円 6,423 百万円 4,998

受取手形裏書譲渡高  18  10

              前連結会計年度 
              （2013年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（2013年９月30日） 

PT. Korintiga Hutani 百万円 4,598 百万円 4,967

Alpac Forest Products Inc.  3,679  3,768

委託植林事業主  1,899  1,980

従業員  1,276  1,136

その他  3,769  2,250

計  15,223  14,103

2,124

192

269

337

2,567

13

4,122 56

3,802 56
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※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下

のとおりです。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2012年４月１日 至 2012年９月30日） 

配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2013年４月１日 至 2013年９月30日） 

配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自  2012年４月１日 
至  2012年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自  2013年４月１日 
至  2013年９月30日） 

現金及び預金勘定 百万円 89,176 百万円 71,446

預入期間が３か月を超える定期預金  △827  △720

有価証券  4,030  7,308

現金及び現金同等物  92,379  78,033

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

2012年５月14日 

取締役会 
普通株式  5,011 5.0 

2012年 

３月31日 

2012年 

６月６日 
利益剰余金 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

2012年11月９日 

取締役会 
普通株式  5,012 5.0 

2012年 

９月30日 

2012年 

12月３日 
利益剰余金 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

2013年５月15日 

取締役会 
普通株式  5,012 5.0 

2013年 

３月31日 

2013年 

６月５日 
利益剰余金 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

2013年11月１日 

取締役会 
普通株式  5,013 5.0 

2013年 

９月30日 

2013年 

 12月２日 
利益剰余金 
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Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2012年４月１日  至 2012年９月30日） 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業・機械事業等を含んで

います。 

2．セグメント利益又は損失(△)の調整額 20百万円は、主として内部取引にかかる調整額です。 

3．セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2013年４月１日  至 2013年９月30日） 

１.  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

(注)1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業・機械事業等を含んで

います。 

2．セグメント利益又は損失(△)の調整額 426百万円は、主として内部取引にかかる調整額です。 

3．セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。   

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 

報告セグメント  
  計 

  
その他 
（注1）

合計 
  

調整額 
（注2） 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注3) 

生活産業
資材 

印刷情報 
メディア 

機能材 
資源環境
ビジネス

売上高                     

外部顧客への売上高  252,559  143,859  87,618  30,461  514,498  90,164  604,662  －  604,662

セグメント間の内部

売上高又は振替高  18,292  17,171  7,146  21,354  63,965  49,337  113,302  △113,302  －

計  270,852  161,030  94,764  51,816  578,463  139,501  717,965  △113,302  604,662

セグメント利益 

又は損失(△)   
 12,083  △1,107  4,907  2,933  18,818  3,055  21,873  20  21,893

  

報告セグメント  
  

計 
  

その他 
（注1）

合計 
  

調整額 
（注2） 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注3) 

生活産業
資材 

印刷情報
メディア 

機能材 
資源環境
ビジネス

売上高                   

外部顧客への売上高  249,044  138,594  97,496  62,615  547,751  94,898  642,649  －  642,649

セグメント間の内部

売上高又は振替高  19,007  15,826  9,517  25,809  70,161  51,757  121,918  △121,918  －

計  268,052  154,421  107,014  88,424  617,912  146,655  764,568  △121,918  642,649

セグメント利益 

又は損失(△)  
 9,456  △2,638  5,691  9,928  22,439  3,656  26,095  426  26,522
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２. 報告セグメントの変更等に関する事項 

 一層のグループ経営効率の最大化、各事業群の経営責任の明確化を推進するため、当社は2012年10月１日に

持株会社へ移行しました。 

 これに伴う組織再編により、2012年度第３四半期連結会計期間より、事業セグメントを従来の「紙パルプ製

品事業」、「紙加工製品事業」、「その他」の３区分から、「生活産業資材」、「印刷情報メディア」、「機

能材」、「資源環境ビジネス」、「その他」の５区分へ変更しています。 

 各報告セグメントの主要な事業内容は以下の通りです。 

  生活産業資材・・・・・ 段ボール原紙事業、段ボール加工事業、白板紙・包装用紙事業、 

              紙器・製袋事業、家庭用品事業  

  印刷情報メディア・・・ 新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業 

  機能材・・・・・・・・ 特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業 

  資源環境ビジネス・・・ 木材事業、パルプ事業、エネルギー事業 

  その他・・・・・・・・ 不動産事業、機械事業、商事他 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しています。 
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりです。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

2013年11月１日開催の取締役会において、剰余金の配当(中間)に関し、次のとおり決議しました。 

① 配当金の総額                      5,013百万円 

② １株当たりの金額             ５円  

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日    2013年12月２日                 

 （注） 2013年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行ないます。 

（１株当たり情報）

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 2012年４月１日 
至 2012年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 2013年４月１日 
至 2013年９月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 8円53銭 16円08銭 

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円） 8,421 15,876 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 8,421 15,876 

普通株式の期中平均株式数（千株） 987,133 987,396 

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 8円53銭 16円06銭 

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 748 890 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

―  ―  

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている王子ホールディ

ングス株式会社の2013年４月１日から2014年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2013年７月１日か

ら2013年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2013年４月１日から2013年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、王子ホールディングス株式会社及び連結子会社の2013年９月30日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

2013年11月13日

王子ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 村 山 憲 二  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士 長 坂   隆  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 島 村   哲  印 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しています。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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